
第１章 総 論 

 9 

 
法律： 国会両院の議決で成立します。なお、法律案について参議院が衆議院と異

なった議決をしたときは、衆議院が出席議員の３分の２以上の多数で再び可

決すれば法律となります。法律は、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣

が連署し、天皇がこれを公布します。 
政令： 憲法及び法律の規定を実施するために内閣が制定する法令で、閣議によっ

て決定し、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要と

し、天皇が公布します。 
省令： 各省大臣が、主任の行政事務について、法律若しくは政令の特別の委任に

基づいて発する法令です。厚生労働大臣が定めるものを厚生労働省令といい

ます。省令は、主に「○○○規則」という法令名となっています。 
告示： 公の機関が法令に基づいて指定、決定等の処分その他の事項を一般に公に

知らせる行為又はその行為の形式の一種で、法令としての性格をもつことに

なります。 
通達： 各大臣、各委員会及び各庁の長が、その所掌事務について、所管の諸機関

や職員に示達する形式の一つで、執務上依拠しなければならない法令の解釈

や運用方針等を内容としています。 
 

（２）労働安全衛生法 
労働者の安全と健康を確保するための安全衛生対策等については、従前は労働

基準法（昭和 22 年法律第 49 号）の中で定められていました。しかし、昭和 30
～40 年代になると、急激に変化する産業社会の実態に災害防止対策が即応できな

いこと等から、労働基準法の「安全及び衛生」の部分を中核に、労働災害防止団

体等に関する法律の「労働災害防止計画」及び「特別規制」を統合したものを母

体とし、新たに規制事項や国の援助措置等の規定を加え、安全衛生に係る法制の

充実強化を図るため、労働安全衛生法が制定されました（昭和 47 年法律第 57 号）。 
この法律の目的は、第１条に示されていますが、労働基準法と相まって、労働

災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促

進の措置を講ずる等その防止に関する総合的、計画的な対策を推進することによ

り職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成

を促進することを目的としています。 
 

（３）労働災害の発生 
労働安全衛生法第２条で、『労働災害とは労働者の就業に係る建設物、設備、原

材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働

者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。』と定義しています。 
さらに、労働災害は職場に潜む種々の危険有害因子によって引き起こされます

が、墜落や巻き込まれなどによる負傷や死亡災害など、作業者が危険と出会った

時点で瞬間的に発生するものと、粉じんの吸入によるじん肺など一定の時間的な

経過をたどって発生するものがあります。 


